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支配株主等に関する事項について 

 

当社のその他の関係会社である Axium Capital Pte. Ltd.に関し、支配株主等に関する事項は下

記のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. その他の関係会社の商号等 

（2026 年３月 31 日現在） 

名称 属性 

議決権所有割合（％） 発行する株式が上

場されている金融

商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

アクシウム・キャ

ピタル・ピーティ

ーイー・エルティ

ーディー（Axium 

Capital Pte. Ltd.） 

その他の

関係会社 
32.34 - 32.34 - 

※１ 議決権所有割合については、2026 年３月 31 日現在の総株主の議決権の数 67,304 個

を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。 

※２ 上記については、Axium Capital Pte. Ltd.から 2026 年１月９日付で提出された大量保

有報告書（変更報告書 No. 3）に記載の保有株券等の数（435,300 株。2026 年１月１

日の株式分割後 2,176,500 株）に基づいて記載しており、当社として当該法人名義の

実質所有株式数の確認ができたものではありません。 

 

2. その他の関係会社の企業グループにおける上場会社の位置付け及びその他の関係会社との

関係 

Axium Capital Pte. Ltd.は当社の非上場の親会社等（その他の関係会社）に該当いたします。 

当社の代表取締役のうち 1 名は、同社の最高経営責任者を兼務していますが、兼務してい

る代表取締役もあくまで当社の企業価値・株主価値向上のために当社取締役としての務め

を果たしています。当該兼務を除き、同社と取引関係及びその他の人的関係はありません。



 

 

当社は、上場企業として当社の責任のもとに独自に経営の意思決定及び業務執行を行って

おり、親会社等からの独立性を確保していると認識しています。 

なお、2025 年７月 25 日付「主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会

社の異動に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、2025 年７月 14 日付で、スイスアジ

ア・フィナンシャル・サービシズ・ピーティーイー・エルティーディー（Swiss-Asia Financial 

Services Pte. Ltd.）が当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会

社に該当しないこととなり、また、同 15 日付で、Axium Capital Pte. Ltd.が当社の主要株

主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社に該当することとなりました。 

2026 年６月 23 日開催の当社第 69 回定時株主総会において選任された取締役 10 名中５名

は、2025 年６月 24 日開催の当社第 68 回定時株主総会において Swiss-Asia Financial 

Services Pte. Ltd.の株主提案により候補者となり選任された者です。 

（役員の兼務状況） 

役職 氏名 
その他の関係会社 

での役職 
就任理由 

代表取締役社長 兼 

取締役会議長 
門田泰人 最高経営責任者 企業価値向上のため 

（注）当社の取締役 10 名のうち、その他の関係会社との兼任役員は当該１名のみです。 

なお、2026 年６月 23 日付で代表取締役 取締役会議長に異動となっております。 

 

3. 支配株主等との取引に関する事項 

該当事項はありません。 

 

4. 非上場の親会社等に関する決算情報の適時開示の免除理由 

当社は、東京証券取引所が定める有価証券上場規程第 411 条第２項に基づき、同社の決算

情報を開示することが義務付けられているため、同社に対し決算情報の開示を申し入れま

したが、ファンド出資者等の守秘義務・利益保護等の観点から非開示情報であるとの回答

を受けました。また、同社の「株式の所有者別状況」、「大株主の状況」及び「役員の状況」

についても同様に開示されておりません。 

このため、当社は、非上場の親会社等の決算情報等が開示できない状況にありますが、今

後も東京証券取引所の規定に基づき継続して同社に対し決算情報等の開示を要請してまい

ります。 

なお、当社代表取締役社長の門田泰人は同社の最高経営責任者を兼務しておりますが、当

該兼務により投資運用会社としての責務を軽減・免除することが可能になるわけではない

ということです。 

当社は、2026 年３月期に関しましては、有価証券情報規程第 411 条第３項に基づき、非上

場の親会社等に関する決算情報の適時開示を免除されました。 

以 上 


